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はじめに
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 「お試し検索」とは特車通行確認制度オンラインシステムを利用して、走行した
い車両・積載物で実際に走行可能な経路が取得できるか、また取得できた経
路にどのような通行条件があるかについて、無料で確認できる操作のことで
す。

 お試し検索は特車通行確認制度オンラインシステムを利用して、無料で利用
することができます。

 お試し検索で得られた通行可能経路で実際に走行したい場合には、必要な手
数料を支払えば回答書が発行され、即時に走行可能となります。

 「お試し検索」の利用にあたっては、以下の利用条件を満たす必要があります。

① 特車通行制度を利用するためのユーザIDを取得していること
※

② 企業コード情報の登録が完了していること
③ 経路確認車両について、以下の手続きが完了していること

a. 単車・トラクタは車両諸元等（ETC2.0車載器情報含む）の入力が完了して未支払
車両一覧に登録されること

b. トレーラは車両諸元の入力が完了して０円決済で車両登録が完了していること

※特車通行許可制度の利用にあたって取得されたユーザIDはそのままお使いいただけますので、そ
の場合は新たにユーザIDを取得する必要はありません。ログインしたら、②の企業コード情報の登録
に進んでください

はじめに
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 前ページの①～③の利用条件が完了しているかいないかによって、「お試し
検索」の利用の手順が変わります。

 以下の手続きフローでご確認ください。

ユーザIDを取得済み

企業コード情報を登録済み

経路確認車両を入力済み

ユーザIDを取得する

企業コード情報を登録する

経路確認車両を入力する

経路確認のお試しを行う

お試し検索を利用する

Yes

Yes

Yes

No

No

No

はじめに
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１．ユーザIDの取得
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１．ユーザIDの取得

特車通行確認システムログイン画面へのアクセス

 特車登録センターのホームページ（https://www.tks.hido.or.jp）の画面右にある「お試
し検索はこちら」からログイン画面に移動しますので、「新規登録」からユーザIDの取得
を行って下さい。

 既に許可制度でユーザIDを取得している方はそのユーザIDで利用できますので、新た
に取得する必要はありません。

「お試し検索はこちら」をクリック
「新規登録」から
ユーザIDを取得

「～わかりやすいオンライン操作マニュアル～の「【第２章】申請手順 ①利用者IDの取得・企
業コード登録」にも、詳しい操作説明が記載されています。

https://www.tks.hido.or.jp/
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ＩＤ／パスワード登録・ログイン（未取得の場合）

 ブラウザはMicrosoft Edgeのみ動作保証しています。
 ユーザID／パスワードはご自身では変更できません。
 ユーザID／パスワードを３回連続で間違えると、1時間パスワー ドロックが掛かります。
 代理人の方も申請担当者に代わってお試し検索を利用することは可能です。
 お試し検索であっても、代理人の方は委任状の登録が必要になります。

8

１．ユーザIDの取得

申請担当者の方は「本人」を選択してください。
代理人の方は「代理人」を選択してください

ブラウザの設定でズームの値が大きいと、「新規登録」のボタンが表示されない場合があります。
このような場合は、ズームの値を小さくするなどして、「新規登録」が表示されるように調整してくだ
さい。
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新規登録（申請者の登録）

 申請者情報や申請者担当者情報を入力して登録すると、ユーザIDとパスワードが発行
されます。

①

③登録をクリックしてください。
③

9

１．ユーザIDの取得

①申請者情報を入力してください。

②

②法人区分を選択して、か
つ会社名に法人区分を入
力してしまうと、重複して表
示／印字されてしまいます。

重複した法人区分はご自身
では修正ができません。

法人区分が重複しないよう
に、会社名には入力しない
ようにして下さい。
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新規登録（代理人の登録）

①

②

②代理人情報を入力してください。

③入力完了後、登録をクリックしてください。
10

①申請者情報を入力してください。

③

 代理人の方がお試し検索を利用する場合には、依頼元の申請者情報および申請担当
者の情報の入力が必要です。

 申請担当者のユーザIDも取得する必要があります。（p.15を参照して下さい）

１．ユーザIDの取得
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ユーザ登録確認

 ユーザID／パスワードがシステムから発行されます。

 ユーザID／パスワードはご自身で変更することは出来ません

 忘れないように画面キャプチャを保存するなどして大切に保管してください。

123456a
abcd

１．ユーザIDの取得
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ユーザ登録確認

 取得したユーザIDとパスワードを入力して、ログインしてください。

 ログインに3回連続で失敗した場合は、1時間経つまでログインができなくなります。

 １時間以上経ってから、正しいユーザID・パスワードで再度ログインしてください。

 ユーザIDやパスワードがわからなくなった場合は、特車運用事務局へお問い合わせく
ださい。（本資料末尾の「お問い合わせ先」を参照ください）

①

②

１．ユーザIDの取得

②ログインをクリックしてください。

①取得したID／パスワードを
入力してください。
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２．企業コード情報の登録
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システム選択画面

２．企業コード情報の登録

 ユーザIDとパスワードを入力してログインします。

 ログインすると特車制度の選択画面になります。

 企業コード情報の登録が完了するまで、特車通行確認制度オンラインシステムは利用で
きません。

①企業コード登録・
確認をクリックしてく
ださい。

①

②

②企業コード情報の登録が
完了したら、特車通行確認
制度のボタンが押せるよう
になります。
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企業コードと申請者・申請代理人のユーザIDの関係

 特車通行確認制度では、申請者・申請代理人は企業コードに紐づけされます。

 企業コードは、営業所単位に取得するなど複数取得することができます。

 企業コード単位に、申請者のＩＤ、申請代理人ID それぞれ登録が必要です。

 車両情報、経路確認情報は、同一企業コード配下で共有できます。

 企業コードが異なれば、同一車両でもそれぞれ車両の登録、経路確認が必要となります。

①企業コード配下に申請者及び申
請代理人毎にユーザID登録します。

特車株式会社
法人番号：Ａ

a営業所
企業コード：A0001

b営業所
企業コード：A0002

申請者Ｘ
ユーザＩＤ：ax

代理人Y
ユーザＩＤ： ay

申請者Ｘ
ユーザＩＤ：bx

代理人Y
ユーザＩＤ：by

➁企業コードが異なれば、同一申請
者でも、新たにユーザID登録します。

２．企業コード情報の登録
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①法人番号のある事業者は「法人番号あり」
を選択してください。

① ②

②事業者名を入力する、または法人番号を入
力してください。
③どちらかで法人番号を検索してください

④該当する法人番号／事業者名を選択してください。

③

④

①企業コードを登録する場合：法人番号あり

 法人番号がある事業者は「法人番号あり」を選択し、検索方法を選んで下さい。

 検索結果が表示されますので、該当する法人番号／事業者名を選択して下さい。

２．企業コード情報の登録
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①企業コードを登録する場合：法人番号あり

 法人番号のある事業者は国税庁の法人情報を元に企業コード情報が作成されます。

 法人情報は本社情報が参照されますが、支店や営業所単位で利用される場合は、
ユーザIDの申請者情報と同じになるようにしてください。

 ここで登録された情報はユーザ登録情報に上書きされるためご注意ください。

①法人情報が表示されますの、
表示内容を確認して下さい。①

②

③事務所／営業所単位での取
得の場合は事業所／営業所名
を入力して下さい。

２．企業コード情報の登録

③

②法人区分を選択して、かつ会
社名に法人区分を入力してしま
うと、重複して表示／印字され
てしまいます。

重複した法人区分はご自身で
は修正ができません。

法人区分が重複しないように、
会社名には入力しないようにし
て下さい。
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２．企業コード情報の登録

②企業コードを登録する場合：法人番号なし

①

①法人情報がない場合は、「法人
番号なし」を選択してください。

 法人番号がない事業者は「法人番号なし」を選択してください。

 法人情報や事業所／営業所情報はご自身で入力して下さい。

 一度登録するとご自身では登録内容の変更・修正が出来ませんのでご注意ください。

②法人情報はご自身で入力して
下さい。

「法人区分等」を選択したばあい
は会社名には「株式会社」などは
入力しないでください。

②
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２．企業コード情報の登録

③発番済み企業コードにユーザを追加する場合

②確定ボタンを押すと登録済の法人情
報が表示されます。

表示内容を確認して問題がなければ、
「登録」を押してください。

①

②

 他の申請担当者や代理人が企業コードを取得済であれば、取得済の企業コード17桁と
認証キーを入力してください。

 同じ番号を登録すると、登録車両情報や経路情報を他の申請担当者や申請代理人と
共有することができます。

 企業コードが異なると別々の申請者となりますので、車両の登録などすべての手続きを
別々に行うことになります。

①既に企業コードを登録済であれば、
「登録済企業コードにユーザを追加する
場合」をチェックし、企業コードと認証キー
入力してください。
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２．企業コード情報の登録

企業コード登録完了

 企業コードの登録が完了すると、特車通行確認制度のボタンを押せるようになります。

 登録内容は「企業コード登録・確認」ボタンから確認することができます。

①

①特車通行確認制度の
オンラインシステムが利
用できるようになります。

②

②登録内容は「企業
コード登録・確認」から
見ることが出来ます。
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３．経路確認車両の登録
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３．経路確認車両の登録

車両登録前の準備（１）

 車両登録では車両諸元の入力を行うので、図面や諸元表などを準備してください。

 図面や諸元表の入手方法は、メーカーおよびディーラーにご相談ください。

■図面の例 ■諸元表の例
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３．経路確認車両の登録

車両登録前の準備（２）

 ETC2.0車載器の車載器情報の入力も必要ですので、「ETC2.0セットアップ申込書」の写
しや「 ETC2.0セットアップ証明書」をご準備ください。

 ご不明な点はディーラー（車両購入時に取付けの場合）や取付業者（車載器後付けの
場合）、または車載器のメーカーにご相談ください。

■ETC2.0セットアップ申込書やＥＴＣ２．０セットアップ証明書のサンプル



車両登録

 特車通行確認制度ボタンを押すと、システムのトップページになります。

 特車通行確認制度システムが表示されたら、左上の「車両登録」の「新規登録・編集」を選択
します。

 経路確認で利用する車両の車両登録へ進みます。

①「特車通行確認制度」を押すと、
トップページに移ります

①

②「新規登録・編集」を選択します。

②

24

３．経路確認車両の登録



車両登録（新規登録・編集トップ）

● 新規登録・編集画面が表示されるので、ここから経路確認に使用する車両の登録を行います。

● 車両登録する車種に合わせて、「単車・トラクタ」か「トレーラ」を選択してください。

● 右上の「新規車両追加」を押すと、新規登録・編集車両のリストの一番下に、新規登録車両設定の
行が追加されます。

● 牽引区分や車種をプルダウンから選択して、「設定」を押してください。

①登録する車種にあわせて、
「単車・トラクタ」か「トレーラ」
を選択してください。

①

25

３．経路確認車両の登録

②「新規車両追加」を押します。

②

③ ④

③該当する牽引区分を
選択して下さい

④該当する車種を選択
して下さい

⑤

⑤「設定」を
押して下さい

「新規車両追加」を押すと、一覧の末尾に行が追加されます



②

②「自動入力」を押すと下の車検
証登録情報が自動的に更新され
ます。

④次に進む場合は「設定」
を押します。

③

①

①車種分類番号、ひらがな等の
必要事項を記入してください。

③表示された軸数と異なる軸数で設
定を行う場合は、「軸数（その他）」に
チェックしてプルダウンメニューから
該当する軸数を選んでください

④

車両登録（車名・型式検索）
 車名・型式検索の画面が表示されたら、登録する車両の自動車登録番号を入力して下さい。

 陸運支局は一覧から選択するか、ご当地ナンバーなど一覧にない場合は直接入力して下さい。

 自動車登録番号を入力したあとで「自動入力」を押すと、車検証登録情報が自動的に更新されます。

 軸数の値が正しければ、そのまま「設定」を押してください。

 車検証情報から参照された軸数と異なる軸数で登録する場合には、「軸数（その他）」にチェックをし
て、登録する軸数を選択して下さい。
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３．経路確認車両の登録

車検を通した直後などに、「自動入力」を押すと「この車両は車検証登録されていません。」と表示され
る場合があります。その場合は翌営業日に再度ご確認ください。

車検証記載の車両諸元が以下
の 条件全てにあてはまる場合

は、車名・型式検索ができない
ことから、 車両登録を行うこと
ができません

• 車両総重量8ｔ以下 
• 高さ3.8m以下
• 長さ12m以下
• 幅2.5m以下 



車両登録（車両諸元設定）

 車両諸元を入力しますが、一部は車検証登録情報から自動入力されます。

 自動入力された車両諸元は変更可能ですが、元の値より小さい値を入力することはできません。

 軸間距離などは、入手した図面や諸元表をもとに入力して下さい。不整合があるとエラーが表示さ
れます。

 入力の単位は、重量はｋｇ、寸法はｃｍです。単位の間違いによる入力ミスにご注意ください。

 入力が終わったら画面右下の「入力完了」を押してください。
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３．経路確認車両の登録

重量の単位：ｋｇ
寸法の単位：ｃｍ

■単車・トラクタの車両諸元設定画面 ■トレーラの車両諸元設定画面



車両登録（リフトアクスルトレーラの車両登録について）

 リフトアクスルトレーラの車両登録は方法が異なりますので、下記のサイトにある「操作
説明資料（別冊）〜車軸自動昇降装置があるトレーラの車両登録～」を参照して下さい。

https://www.tks.hido.or.jp/onlinemanual/
 リフトアクスルトレーラを車両登録するには、お試し検索でも当該トレーラの「自動車検査

証」または「自動車検査証記録事項」のPDFデータ添付が必要となります。
 電子車検証に切り替わっていない車両については「自動車検査証」のPDFデータを、電

子車検証に切り替わった車両については「自動車検査証記録事項」のPDFデータをご準

備ください。

 いずれも“車軸降下時の各軸重の値”が備考欄に記載されていますので、その部分が正
しく読めるじょうたいのPDFを準備願います。

 一部のトレーラでは自動車検査証の「前前軸重」の欄に、第五輪荷重（トラクタとトレー
ラをつなぐ連結器にかかる重量の上限値）の値が間違って記載されていることが原因
で、正しい軸数が表示されない場合があります。

 このような場合は、管轄の陸運支局にて修正していただくことができます。

 修正せずにお試し検索を利用したい場合は、「軸数（その他）」を選択の上、貨物積載
時の軸数を選択してください。ただし、 「軸数（その他）」で設定した車両は、経路検索の
際に高速道が通行可能経路から除外されてしまいますので、ご承知おきください。
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３．経路確認車両の登録

車両登録（自動車検査証に軸重が正しく記載されていないトレーラの車両登録について）



車両登録（車両諸元設定における輪数とＧ値の考え方）
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３．経路確認車両の登録

 輪数の考え方とG値の求め方は以下の通りです。

 間違った輪数やG値のまま経路検索を行うと、正しい通行可能経路が得られません。

 下記の説明を参照して、正しい値を入力して下さい。



車両登録（重量測定一括設定 単車・トラクタ／トレーラ共通）

 お試し検索では関係ありませんが、下記の手続きは必須となりますので手順通りに行って下さい。

①重量測定一括設定
する車両にチェックし
ます。

①

②

③
③記録保存方法の説明画面
が表示されるのでとなるので、
チェックを入れてください。

④

30

３．経路確認車両の登録

②「重量測定一括設定」ボ
タンをクリックします。

④「設定」を押して完了です。

お試し検索では積載貨物重量の記録や保存は不要です。



車両登録（ETC2.0車載器登録 単車・トラクタの車両登録のみ）

 お試し検索でもETC2.0車載器の登録が必要なので、「ETC2.0セットアップ証明書」等に記載されてい
る車載器管理番号（末尾のC/Dの１桁を含めて20桁）を入力してください。

 車載器管理番号を入力したら、右端の□にチェックを入れ、右下の「車両登録」を押します。

 一部の車載器はASL-IDが自動的に入力されますが、そうでない場合はチェックエラーの「NG」をク

リックして、ご自身でASL-IDを入力して下さい。 
 ASL-IDの入力までできたら、右端の□にチェックを入れて「車両登録」を押してください。

①ETC2.0車載器管理番号
を入力してください

①

②ＮＧが表示されたら、ＮＧボタン
をクリックして正しい車載器管理番
号とＡＳＬ－ＩＤを入力してください

②

③「車両登録」を押してください。
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３．経路確認車両の登録

デンソー／パナソニック／三菱電機のETC2.0車載器は、基本的に
自動でASL-IDが入力されます。

自動的に入力されない場合でも、デンソー／パナソニック／三菱
電機の車載器であれば、特車登録センターにお問合せ頂ければ
お調べいたします。
（https://www.tks.hido.or.jp/online/asl-id/）

それ以外のメーカ、ブランドの車載器の場合は、ディーラーか取
付業者か車載器メーカまでお問い合わせください。

お試し検索ではETC2.0プローブ情報
は取得されません

③



車両登録（ETC2.0車載器登録 単車・トラクタの車両登録のみ）

● ETC2.0車載器利用制度 利用規約の同意画面が表示されたら「同意する」を押してください。

① 「同意する」のボタンを
押してください。

①
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３．経路確認車両の登録

お試し検索ではETC2.0プローブ情報は取得されません



車両登録（車両登録手数料確認画面 単車・トラクタの場合）

「登録者情報入力」のボタ

ンを押すと手数料支払いの
手続きに進みます。

 単車・トラクタに関しては、重量測定一括設定とETC2.0車載器利用規約の確認が完了したら、車両
登録手数料確認画面で「後で支払う」を押してください。

 「登録者情報入力」を押すと、車両登録の手数料支払い手続きに進んでしまいます。

 「後で支払う」を押すと、手続きした車両は「手数料未支払一覧」に表示されますが、この状態でお試
し検索における車両の呼出しが可能（経路検索が可能）となります。

①
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②

①「後で支払う」を選択すると、当該車両は
「手数料未支払一覧」に表示されます。

３．経路確認車両の登録

お試し検索では手数料の支払いには進まないでください。



車両登録（車両登録手数料確認画面 トレーラの場合）

「登録者情報入力」ボタン
をクリックしてください。
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３．経路確認車両の登録

 トレーラの車両登録手数料は無料です。

 車両登録手数料確認画面で手数料合計金額が「０円」であることを確認して下さい。

 確認したら右下の「登録者情報入力」を押して決済手続きに進んでください。

 トレーラの車両登録に関しては、０円での決済手続きが必要です。

トレーラーの車両登録は無料！！



車両登録（申請者情報設定画面 トレーラの場合）

①「手数料支払い」を
押してください。
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３．経路確認車両の登録

 申請者情報設定画面の内容を確認したら、右下の「手数料支払い」を押してください。

 代理人での操作の場合、申請担当者の登録が要求されます。

 「車両の登録が完了しました。」の表示が出たら、トレーラの車両登録は完了です。

 当該トレーラが登録車両一覧に表示され、経路確認車両として呼び出すことが可能になります。

①

②

②代理人での操作の場合は、該
当する申請担当者をプルダウン
から選択してから、「手数料支払
い」を押してください。



36

４．通行可能経路の確認
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４．通行可能経路の確認

経路確認 新規作成

 お試し検索で経路確認を行う場合は、トップ画面の経路確認にある「新規作成・編集」を選択します。

 編集中経路一覧画面に変わるので、「■編集中経路一覧」の右上の「新規作成」を押します。

①
①新規作成・編集を
選択します。

①

②

②新規作成ボタンをクリック
します。
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４．通行可能経路の確認

経路確認名称・通行期間の設定

 経路確認名称を入力し、通行開始予定日を設定します。

 経路確認名称は、後から変更や修正ができないのでご注意ください。

 回答書の有効期間は通行開始予定日から1年間となるので、通行開始予定日を設定する際はご注

意ください。

①

➁

①経路確認名称を入力し
ます。管理しやすい名称
を設定します。

②走行開始予定日をカ
レンダーから選択します。

③

③経路確認名称、走行開始を確
認し、「次へ」をクリックします。



39

４．通行可能経路の確認

申請者情報設定の確認

 申請者と申請担当者の情報が画面に表示されますので、念のために確認して下さい。

 代理人での操作の場合、申請担当者の登録が要求されます。

 問題がなければ、「車両設定へ」を押してください。

②

②代理人での操作の場合は、該
当する申請担当者をプルダウン
から選択してから、「車両設定
へ」を押してください。

①申請者情報を確認
して「車両設定へ」を
押してください。
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４．通行可能経路の確認

経路確認 経路確認車種、車種区分、車種識別の設定

 経路確認車種、車種区分、経路確認車種識別を設定します。

 一般セミトレーラ、海上コンテナ、フルトレーラは車種区分も選択します。

 車種識別は、該当する車両識別を選択します。（新規格車は次項参照）

①

➁

車種区分を選択します。

複数車両・複数車種区分を経
路確認車両に設定できますが、

経路算定はここで選択した車
種区分で行われます。

①プルダウンメニューから車種
を選択します。

③経路確認車両識別を選択します。

「新規格車」、「新規開発車両」であ
れば、ここで選択します。

③

①～③を設定し「次
へ」を押します。
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４．通行可能経路の確認

経路確認 車両設定 新規格車

 新規格車とは以下の制限値を満たす車両です。総重量以外の制限値は一般的制限値と同じです。

 新規格車は高速自動車国道及び重さ指定道路を自由に通行することが出来ますが、その他の道

路（市町村道など）を通行する場合は特殊な車両として取り扱われ、通行許可または通行可能経路

の確認の回答が必要です。

出典：特殊車両通行ハンドブック2020

車種 最遠軸距（ｄ） 長さ 総重量の最高限度

特例５車種
8.0mｄ＜9.0m ー 24.0t＜総重量≦25.0t

9.0m≦ｄ＜10.0m ー 25.5t＜総重量≦26.0t

単 車
特例５車種を
除く連結車

ｄ＜５.５m ー 総重量≦20.0t

5.5m≦ｄ＜7.0m
9.0m≦長さ 総重量≦22.0t

長さ＜9.0m 総重量≦20.0t

7.0m≦ｄ

11.0m≦長さ 総重量≦25.0t

9.0m≦長さ＜11.0m 総重量≦22.0t

長さ＜9.0m 総重量≦20.0t

 「新規格車（増トン車）＝特殊車両通行手続きが不要な車両」ではありません

 新規格車の寸法は車両制限令の範囲内ですので、積載貨物重量によっては特車通行手続きが不要に
なることもあります。

 復路は積載物がないような場合、往路の特車手続きは必要ですが復路は不要となる場合があります。
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４．通行可能経路の確認

車両選定 経路確認車両 軸種追加

 単車・トラクタは登録車両一覧および未支払車両一覧にある車両から選択が可能です。

 トレーラは登録車両一覧にある車両から選択が可能です。

①

①経路確認車両を設定するため
「新規軸種追加」をクリックします。
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４．通行可能経路の確認

車両選定 車両選択方法の設定 「軸種から選択」または「車両から選択」

 経路確認車両は、「軸種から選択」または「車両から選択」の2つの方法があります。

 お試し検索で車両登録台数が少ない場合は、手続きが簡単な「車両から選択」を推奨します。

 呼び出したい車両が「その他軸種」の場合は、 「軸種から選択」で呼び出してください。

 車両グループ設定（※）した車両も「軸種から選択」で呼び出してください。

※車両グループ設定については、「〜わかりやすいオンライン操作マニュアル Ver202403〜」をご覧ください。

①

①「車両から選択」をクリックします。

 「軸種から選択」の操作方法については、下記のサイトにある「〜わかりやすいオンライン
操作マニュアル Ver202403〜」の、p.79～p.88を参照して下さい。
https://www.tks.hido.or.jp/onlinemanual/
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４．通行可能経路の確認

車両選定 車両から選択 （単車・トラクタ呼び出し ①）

 単車・トラクタが一覧表示されます。軸数を設定し車両を絞り込むことが可能です。

 同じ軸数で複数の車両を選択し、経路確認車両に追加できます。

 車両から選択では、「その他軸種」の車両は選択できません。

①検索フォームを利用して、
対象車両を絞り込むことが
できます。

②対象車両が一覧
表示されます。

①

②
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４．通行可能経路の確認

車両選定 車両から選択 （単車・トラクタ呼び出し ②）

①経路確認にする車両に
チェックします。

種、軸種が表示されます。

①

②②車両の選択が完了したら「経路
確認車両に追加」をクリックします。

 経路確認に使用する車両を選択し、「経路確認車両に追加」を押します。

 複数の車両を経路確認に設定できます。
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４．通行可能経路の確認

経路確認 車両から選択 （トレーラ呼び出し）

 トレーラが一覧表示されます。軸数を設定し車両を絞り込むことが可能です。

 同じ軸数で複数の車両を選択し、経路確認車両に追加できます。

 車両から選択では、「その他軸種」の車両は選択できません。

①

①検索フォームを利用して、
対象車両を絞り込むことが
できます。

②

②対象車両が一覧
表示されます。

③経路確認にする車
両を選択します。

③

④

④車両の選択が完了したら、「経
路確認車両に追加」を押します。
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４．通行可能経路の確認

経路確認 車両から選択 車両設定完了画面

②ステータスを
確認します。

④「次へ」を押して
積載貨物設定に進
みます。

①経路確認車両の
軸種が決定されます。

②

 車両の設定が完了すると、経路確認車両の軸種が設定されます。

 登録車両台数が設定され、ステータスが「入力済」となります。

 「車両内訳」を押すと、経路確認車両一覧（p.48）が表示されます。

 「次へ」を押すと積載貨物設定（p.50）に進みます。

①

④③

③「車両内訳」を押す
と経路確認車両一覧
が表示されます。
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４．通行可能経路の確認

経路確認 車両の選択の確認・編集

① ➁ ③

 経路確認のため選択した車両が表示されます。

 全車両の組合せで連結時の合成値が計算されます。ここで、選択した車両を経路確認対象車両

から削除することもできます。

 車両呼び出しで、車両を追加することもできます。

②車両を追加する場合
は「車両呼出し」をクリッ
クします。

③選択した車両を
削除する場合は、
該当車両にチェッ
クして「削除」を押
してください。

①経路確認車両
の一覧が表示さ
れます。
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４．通行可能経路の確認

経路確認 車両から選択 車両設定完了画面

①車両の選択
をやり直す場合
は、該当車両に
チェックをして、
「削除」を押しま
す。

 呼び出し車両を軸種からやり直すときは、選択にチェックして「削除」します。

①

②操作確認ポッ
プアップが表示
されるので、「は
い」を選択して
削除を終了しま
す。
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４．通行可能経路の確認

積載貨物情報登録（積載貨物情報）

● 積載貨物情報を入力してください。

①

①貨物を積載する車種の場合は、必ず「登録する」を選択し
てください。建設機械類は「登録しない」を選択してください。

②

②空車時の経路確認も行う場合は、チェックしてください。

ただし、空車時の経路確認も行うと経路確認手数料は実車時・
空車時それぞれに掛かります。

軸種が「その他」の場合やリフトアクスルトレーラは、実車・空
車の同一申請はできません。

③
③積載貨物名称を入力してください。

④

⑤

⑦

④積載貨物分類を選択してください。

⑤積載貨物品名を選択してください。

⑦特例８車種などのバラ積みが認められている車両の場合で積載貨物が複数ある場合
は、貨物１つの寸法を入力してください。
積載貨物の幅が車両の幅を超える場合は積載物の幅で経路算定を行います。

⑥積載貨物品名「その他」を選択した場合、品名を入力てください。⑥
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４．通行可能経路の確認

積載貨物情報登録（積載貨物情報）

①

①荷主情報を登録する場合は「有」を
チェックしてください。
荷主情報の登録は任意となっています。

②

②１つの経路確認で複数の荷主の荷
物を輸送する場合は、２社目以降の
荷主情報は備考欄に記載してください。

③

③入力が完了したら、
「次へ」をクリックしてく
ださい。

● 荷主情報を入力して下さい（入力は任意です）。
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４．通行可能経路の確認

積載貨物情報登録（積載貨物情報）

● 積載貨物重量及びはみ出し設定を行うため、「設定」を押してください。

①

①積載貨物重量・はみ出し設定を行
います。「設定」をクリックしてください。
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４．通行可能経路の確認

積載貨物情報登録（積載貨物情報） ：一般セミトレーラ（自動車運搬用）以外

● 積載貨物重量及び積載時寸法を設定してください。

①

② ③

①複数のトレーラを経路検索車両
にしている場合は、同じ型式のト
レーラについて積載貨物情報を一
括で入力できます。

④積載貨物がはみ出す場合は車両設定
に戻って、車両諸元設定画面で緩和条件
を超過しない範囲で調整してください。④

③貨物積載時の
高さ・長さを入力し
てください。

②乗車人員や積載貨物
重量を入力してください。
ダブルスの場合、セミト
レーラを「前」、フルトレー
ラを「後」に設定してくだ
さい。
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４．通行可能経路の確認

積載貨物情報登録（積載貨物情報）：一般セミトレーラ（自動車運搬用）

● 積載貨物重量及び積載時寸法を設定してください。

①

②
③

④積載貨物はみ出し
長さを入力して下さ
い

①複数のトレーラを経路検索車両
にしている場合は、同じ型式のト
レーラについて積載貨物情報を一
括で入力できます。

②乗車人員や積載貨物重量
を入力してください。ダブルス
の場合、セミトレーラを「前」、
フルトレーラを「後」に設定して
ください。

③貨物積載時の高
さ・長さを入力してく
ださい。

④

自動車運搬用のはみ出し長さの入力
は、注意事項をよく確認して下さい。
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４．通行可能経路の確認

積載貨物情報登録（積載貨物情報）

● 最小回転半径を入力してください。

①

①連結車両の場合は、連結時の
最小回転半径を入力してください。

②

②経路確認車両情報の
確認画面に遷移します。
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４．通行可能経路の確認

経路確認車両情報確認（合成車両の諸元確認）

● 合成車両寸法・重量を確認してください。

①

①合成車両の諸元等を確認するた
め、確認ボタンをクリックしてください。
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４．通行可能経路の確認

経路確認車両情報確認（合成車両寸法・重量 エラー時）

● 車両諸元、積載貨物の寸法、重量を確認してください。

特例８車種や海上コンテナ、新規格車について、制限値を超えた寸法で登録を行った場合
いは、車両諸元もしくは積載貨物情報を変更する必要があります。
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４．通行可能経路の確認

経路確認車両情報確認（合成車両寸法・重量確認）

● 車両合成重量、車両諸元合成値を確認してください。

①

①「表示」を押して荷重分布・
車両諸元を表示して、値を確
認してください。

②

②確認が終わったら、
確認完了をクリックし
てください。
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４．通行可能経路の確認

● 荷重分布、車両諸元合成値の明細を確認してください。

経路確認車両情報確認（荷重分布、車両諸元の確認）
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４．通行可能経路の確認

経路確認車両情報確認（荷重分布、車両諸元の確認）

● 車両諸元合成値の明細を確認してください。
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４．通行可能経路の確認

経路確認車両情報確認（橋梁照査結果確認）

● 橋梁照査結果を確認してください。

①

①橋梁照査結果を確認
するため、確認ボタンを
クリックしてください。
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４．通行可能経路の確認

経路確認車両情報確認（橋梁照査結果確認）

● 橋梁照査結果を確認してください。

①

①車検証で認証トラクタの
場合、〇が表示されます。

タイプ 「認定トラクタ」の判別条件 （タイプ1 ～タイプ2 のいずれか） 

１ ・緩和事項コード 005（軸重） 
及び

・制限事項コード 067（基準緩和による運行は、国際海上コンテナを輸送するトレーラをけん引する
場合に限る）
の両方が記載されていること 

２ その他検査事項 630（保安基準第4条の2の告示で定めるものに適合） が記載されていること 

②車両合成値が軸重緩和条
件11.5t以下の場合、〇が表
示されます。

③高速自動車国道等における許可限度
重量算定要領の照査１、照査２に適合す
る場合、それぞれ〇が表示されます。

④ ①～③すべて〇の場合、〇
が表示されます

通行条件の緩和を受けることが
できます。

⑤確認が終わったら、
「確認完了」をクリック
してください。

④

②

③ ③④

⑤

※認証トラクタとは、 橋梁照査要領に適合するように製造された海上コンテナ用トレーラを牽引する海上コンテ ナ
のフル積載への対応を設計段階で考慮して製造された2軸トラクタ及び特例８車種のセミトレーラを牽引する２軸
トラクタで、その駆動軸重が 11.5トン以下であって、道路運送車両の保安基準第４条の２第１項の規定による告
示で定める軸重の基準に適合する車両を指します。
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４．通行可能経路の確認

経路確認車両情報確認 完了

● 経路確認車両情報確認が完了すると経路設定へ進むことができます。

①

①連結車両の場合は、連
結時の最小回転半径を
入力してください。

単位はｃｍですので、入
力間違いにご注意くださ
い。

②

①確認が終わったら、「経路
設定へ」ボタンをクリックしてく
ださい。

①
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４．通行可能経路の確認

経路抽出方法選択

 都道府県検索では、選択した都道府県内の走行可能な経路を探索することが出来ます。

①

①「都道府県検索」を行う場合はこち
らのボタンをクリックしてください。
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４．通行可能経路の確認

 都道府県検索では起・終点間の経路を検索するのではなく選択された都道府県内の通行可能経路
を網羅的に検索しますが、システム上、起点と終点の設定が必要です。

 起・終点の設定は、地図上での直接設定でも交差点住所や交差点番号からの検索でも可能です。

起点・終点の設定

地図上から直接起点を設定する場合の例

①起点とする交差点でマ
ウスの右クリックをします。

①
②

②「起点に設定」を
選択します。
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４．通行可能経路の確認

①起点・終点・経由地点の窓が表示さ
れるので、起点の箇所に入力した出発
地住所／交差点番号が表示されている
ことを確認します。

 起点・終点の窓が表示され、起点のところに出発地住所と交差点番号が表示されます。
 念の為に入力した起点住所と交差点番号を確認してください。

起点・終点の設定

①
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４．通行可能経路の確認

 起点・終点の設定はそれぞれ別々の方法（例：起点は地図上で直接設定し、終点は「交差点住所」
で設定）で行っても構いません。

地図上から直接起点を設定する場合の例

起点・終点の設定

①終点とする交差点でマウ
スの右クリックをします。

①

②

②「終点に設定」を
選択します。
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４．通行可能経路の確認

①終点の箇所に入力した目的地
住所／交差点番号が表示されて
いることを確認します。

 起点・終点の窓の終点のところに目的地住所と交差点番号が表示されます。
 念の為に入力した目的地住所と交差点番号を確認してください。

起点・終点の設定

①
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４．通行可能経路の確認

 右下の「次へ」をクリックすると、起・終点を結ぶ最小限の経路にある都道府県が自動的に選択され
て、地図上にピンク色の網掛けが表示されます。

都道府県の設定

①「次へ」をクリックすると、起・終点を結ぶ最
小限の経路にある都道府県が自動的に選択
されてピンク色の網掛けがかかります。

①
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４．通行可能経路の確認

 縮尺のスライダーや「＋」「－」ボタンまたは、マウスのスクロールボタンにより地図の縮尺を適宜調
節して、選択された都道府県を確認してください。

都道府県の設定

①縮尺のスライダーや「＋」「－」ボタンま
たは、マウスのスクロールボタンにより地
図の縮尺を適宜調節して、選択された都
道府県を確認してください。

①
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４．通行可能経路の確認

 経路検索に追加したい都道府県がある場合は、地図上で直接マウスの左クリックをすることで追加
されます。

 追加された都道府県は同じようにピンク色の網掛け表示となります。

都道府県の設定

①経路検索に追加したい都道府県が
ある場合は、地図上で直接マウスの左
クリックをすることで追加されます。

②追加された都道府県は同じようにピン
ク色の網掛け表示となります。

※この例では、福島県、群馬県、長野県、
岐阜県が追加されています。

①

②
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４．通行可能経路の確認

 検索対象とする都道府県が決定したら、右下の「次へ」をクリックします。

都道府県の設定

①最終的に検索対象とする都道府県を
決めます。

※この例では、最終的に岐阜県のみを
追加しています。

②都道府県の設定
が終わったら「次へ」
をクリックします。

①

②
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４．通行可能経路の確認

 算定予約をする前に、入力内容の確認をします。
 申請者情報を確認してください。

入力内容の確認

①タブを切り替えると、申請者
情報／経路確認車両／荷重
分布／車両諸元明細／積載
貨物が確認できます。

①
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４．通行可能経路の確認

①車両内訳の「表示」をク
リックします。

 経路確認車両を確認してください。

入力内容の確認

①
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４．通行可能経路の確認

 経路確認車両を確認してください。

入力内容の確認

①経路確認する車両で間違
いないことを、自動車登録番
号などで確認します。

①
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４．通行可能経路の確認

①荷重分布や車両諸
元明細を確認する場合
はここをクリック。

 必要に応じて荷重分布や車両諸元明細を確認してください

入力内容の確認

①
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４．通行可能経路の確認

①積載貨物情報の確
認はここを見てください。 ②積載貨物重量の確

認はここを見てください。

 積載貨物の確認をしてください。

入力内容の確認

①

②
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４．通行可能経路の確認

①「算定予約開始」をクリッ
クすると経路探索の算定作
業が予約されます。

 経路探索のために「算定予約開始」をクリックします。

算定予約

①
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４．通行可能経路の確認

①「編集中経路一覧へ」を
クリックして算定作業の状
況を確認します。

 経路探索の算定予約が完了すると下の画面が表示されます。
 「編集中経路一覧へ」をクリックして編集中経路一覧画面に移動します。

算定予約

①
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４．通行可能経路の確認

①算定状態が表示されま
す。ただしリアルタイムに
状態の更新はされません。

②算定状態を更新するに
は、この「移動」をクリックし
てください。

 編集中経路一覧の算定状態に状態が表示されます。算定作業中は「算定中」と表示されます。

 算定が完了しても、この画面上ではリアルタイムに表示は変わらないので、「移動」をクリックしてくだ
さい。算定状態の表示が更新されます。

算定結果の確認

①②
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４．通行可能経路の確認

①正常に経路が探索できた場
合は、「完了」と表示されます。

②「手続再開」をクリックする
と、経路の確認が出来ます。

③算定状態が「要確認」や「算定エラー」の場合も「手
続再開」をクリックして内容を確認の上、積載物の見
直し（分載）や経路の見直しを行ってください。

 走行可能な経路が探索出来た場合は算定状態に「完了」と表示されますが、正常に探索できなかっ
た場合は、「要確認」または「算定エラー」と表示されます。

 「完了」となったら、手続再開で経路を確認し、手数料支払いへ進んでください。
 「要確認」または「算定エラー」の場合は、手続再開から必要な修正を行ってください。

算定結果の確認

① ②

③
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４．通行可能経路の確認

【特車通行確認制度システム】都道府県探索結果取得完了のお知らせ

 ユーザ登録の際に入力されたメールアドレス宛に、下記のような算定結果のメールが届きます。

 経路が正常に探索できなかった場合は、「【特車通行確認制度システム】都道府県探索結果取得未
完了のお知らせ」というタイトルのメールが届きます。

算定結果の確認

〇〇〇〇 様
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４．通行可能経路の確認

①「表示地域選択」をクリック
してください。

 地図が表示されたら左下の「表示地域選択」をクリックしてください。

算定結果の確認

①
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４．通行可能経路の確認

①「地方選択」か「都道
府県検索」を選択します。

 表示地域選択の窓が表示されますので、「地方選択」か「都道府県選択」のいずれかを選びます。

 地方選択の場合は該当する地方（関東や近畿など）が都道府県検索は該当する都道府県のリスト
が表示されるので、経路を表示したい地方または都道府県を選択し、「更新」をクリックします。

算定結果の確認

②経路を表示したい地方ま
たは都道府県を選択します。

 地方を選択した場合に複数の地方が表示されることがありますが、選択できるのは１つだけです。
 都道府県を選択した場合に複数の都道府県が表示されますが、選択できるのは最大５つです。

①

②
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４．通行可能経路の確認

①選択すると緑色にな
ります。

 選択したリスト上の地方または都道府県が緑色に変わります。
 「更新」をクリックして選択した表示地域上の通行可能経路を表示します。

算定結果の確認

②「更新をクリックします。

①

②
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４．通行可能経路の確認

①選択した都道府県上の
通行可能経路と通行条件
が表示されます。

 地図上に通行可能経路と通行条件が表示されます。

算定結果の確認

①
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４．通行可能経路の確認

①「地図表示」アイコン
をクリックして通行条件
を表示してください。

②通行条件と通行可能経路が色分け
して表示されます。色分けの内容は
地図表示の窓で確認できます。

③「次へ」をクリックすると経路
が確定し、手数料支払い画面に
移ります。

 経路の通行条件は「地図表示」のアイコンをクリックすると表示されます。
 必要に応じて地図の縮尺を拡大するなどして、経路を確認してください。

算定結果の確認

①

②

③
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４．通行可能経路の確認

算定結果の確認

 個別審査が必要と判定された場合はこの画面が表示されます。

 判定理由は車両のサイズや重量の制限値越え、起・終点や経由地点の設定などが考えられるので、
車両の組み合わせの変更や追加経路の編集・削除を行って、再度算定予約をしてください。

 再算定でも個別審査が必要とされた場合は。「特車通行許可制度」をご利用ください。

①車両の組み合わせの
変更や追加経路の編集・
削除を行って、再度算定
予約をしてください。

②再算定でも個別審査が
必要となった場合は、「特
車通行許可制度」をご利
用ください。

①

②
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４．通行可能経路の確認

 お試し検索の結果であっても手数料を支払えば回答書を発行することができます。
 経路検索手数料を支払う前に車両登録手数料を支払ってください。

 手数料支払いに関する操作方法については、下記のサイトにある「〜わかりやすいオン
ライン操作マニュアル Ver202403〜」の、p.213～p.216および、p.245～p.273を参照して
下さい。

https://www.tks.hido.or.jp/onlinemanual/

 手数料支払いが完了していない状態では回答書は発行されません。
 回答書が発行されていない状態では特殊車両の走行は出来ません。

 走行する際には、ダウンロードした回答書一式（回答書の鑑・車両一覧・車両諸元
に関する説明書）を必ず携行してください

回答書の発行

②経路確認時の車両一覧①回答書の鑑 ③車両諸元に関する説明書

回答書一式
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５．お問い合わせ先

特殊車両通行許可制度に関するお問い合わせは、
下記の特車運用事務局までお願いいたします。

E-mail：ktr-tokusya-info@mlit.go.jp
URL：https://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/

TEL：048-601-3223
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